
別記第 1 号様式
ー -' 

代表者 経理責任者 起案者

. 

郡山市議会公明党 支 出 調 主主 (訟 ⑧ 、丸 ，........ -. 会派名 Eヨ

区 分 事 由 費 目 . 昌人弘 額 言十

交通費 旅費
』占空1

自動車燃料費 ?心毛主?
l 調査研究費

行政視察 "'v: f'y 

(名古屋市 ・ 尼崎市 ・ 島岡市) 資料作成費 調査委託費 72:反、 振込料 情7
) 

会場費 講師謝金 出席者負担金 ・ 会費

2 研 4牽 費 交通費 旅費 自動車燃料費

資料作成費 食糧費 振込料

会場費 交通費 自動車燃料費

3 広 報 費
資料作成費 広報誌(紙) 報告書等印刷費

送料(折込料含む) ウェブページ掲載代 茶菓子代

振込料 I 
会場費 交通費 自動車燃料費

4 広 聴 費
資料作成費 茶菓子代 振込料

、

交通費 旅費 自動車燃料費
5 要請 ・ 陳情活動費

資料作成費 振込料

6 会
会場費 交通費 自動車燃料費

議 費
資料作成費 振込料

7 資料作成費
印刷製本費 翻訳料 筆耕料

振込料

8 資 料 購入費
法規追録代 参考図書代 新聞雑誌等購読料

有料データベース等利用料 振込料

9 人 件 費 賃金 社会保険料等 振込料

事務所費
備品購入費 事務機器等リース代 消耗品等事務費

10 
印刷代 振込料 配送手数料

通信運搬 ・ 自動 電話料等(按分) 郵便料等 自動車燃料費(按分)
11 
車燃料費 その他

使 用者 田 )11 正治 J1 6 1支向日 平成 28年 4 月 1 1 日
現金出納簿 ビタ J口X 言十 1~b f需給~円支出番号



別記第 5 号様式

出張(調査等)申請書兼旅費請求書

支出番号よ
会派会長様

-，，... .. 唱，

申請代表者氏名 田川| 正治 J ⑪ j
、

、、、 一 d 一
、、-".".s 

下記の用務により出張(調査等) したいので申請するとともに、旅費を請求いたします。

記

デ}-6SD マ ￡ぉ4-c
請求金額 , タ~f円( 1 人あたり 3f君子ハ円)

¥1y ※別紙、旅説室書のとおり

目 的|先進地の行政視察

①名古屋市 (名古屋市重症心身障がい者施設について)

用 務 先|②尼崎市 (子ど、も家庭相談支援体制整備事業について等)
③島田市 (廃校の利活用について)

①重症心身障がい者施設の見学と施設概要等について説明を伺う

内 容|②スクールソーシヤノレワーカーの整備状況等について

③廃校を活用した都市住民等との交流事業について

期 間|平成 28年 4 月 1 8 日 ~平成 2 8 年 4 月 20 日( 2 泊 3 日)

行 程 l 別紙の通り
・田川正治

出張(調査等)者 1
|… … 目 …ー " …一 一一…+山 ……"“"……… ……" … 

氏名|

特記事項

上記のと おり 出張(調査等)を許可します。

会派会長 経理責任者 受理 日 メ/Zðν 年く7乙月 /1 日

争 ⑫ 許可日 /-!2 'ir 年生月 1/ 日
支出日 メプ2>{ 年斗月 I I 日

上記金額を受領しました。 ."，'~九、

平成 28年 4 月 11 日 申請代表者氏名 田川正治 y ⑮



平成 28年度郡山市議会公明党行政調査行程表

1 行程

口 1 日目 :4月 1 8 日(月) 【愛知県名古屋市】名古屋市重症心身障害児者施設「テインクルなごや」

9:02 10:24 10:33 12:17 12:34 12:39 12:45 12:50 

郡山駅 山 … 東?駅| 口|名古屋駅| ・|久屋大通駅………P'g 黒川駅I {ißLlJ，~R I'~ 担問 ー 1 '0 附線1 :g ﾒ ffi ，~R 1 名古屋市営 I~Æ*~，~I 名古屋市円;: 126可 唱・ |ひかり 509-iS- 1 ............ 1=".1¥ I 桜透線・徳重行| 名城線

市役所・大曽根方面

口 2 日目 :4 月 1 9 日(火) 【兵庫県尼崎市】子ども家庭相談支援体制整備事業 (^?-l~~-河川ーク)

9:05 9:11 9:14 9:19 9:29 10:20 10:29 

宿泊先 1.............…....・H ・ .1 黒川駅 久屋大通駅l.~\f~~~~I.~~~..1 名古屋駅 H・H・-…・4 新大阪駅ぃ・1 rs5�7lc 1.........................1 ~U I L~R 1 主古屋市塑I~Æ*~，~I 名古屋市営.1 :g ﾒ ffi ，~R Iお新幹線|
名城線左回り |桜通線・ I ...... ......,="." I 0)-'�'C1:J.301-iS-1 

栄・金山方面 中村区役所行

10:33 10:40 10:48' 10:52 10:53 11:00 12:00 

J 照明大阪駅| 骸 |梅田駅|脚本線|尼崎駅|府想ニ|出屋敷駅| 徒歩|あま!~~~ I 
須磨行 I /'-I'J)(' ,;;;J/\ I 約3分 I '1P1=!-U,;;;J/\ I 急行・西宮行I JúWPJ ,;;;J/\ I 局速神戸行 I L.LJ J.3::8Ã ,;;;J/\ I 約3分.....1 I 

口 3 日目 :4月 20 日(水) 【静岡県島田市】廃校を活用した都市住民等との交流事業

|宿泊先|

I E3 rnlfD I 送迎 1Ll.J山村都市交流l 定、æ I E3 rn IfD I J R東1海毎道本線 I ;tq;rmIfD I J R新幹線 I '*'-;:;-IED I 
質津鮪存 | 島田駅 |凶同約紺1碍糊間 l いp切併9←同一ささ斗ま斗| 約約如i1鮪 | 島田駅 | 顛鰯海存判| 静岡駅 |ひひδ附.五百別川五亦f.j;ïj巾b

J R新幹線倒I "m.I.R'n I 
長官三-i店長・| 郡山駅 | 

2 人員 3名

田川正治議員

但野光夫 議員

山根 悟議員

4 連絡先等

O名古屋市会事務局

3 調査内容
O平成28年 4月 1 8 日(月 13 : 30~15 : 30 

名古屋市重症心身障害者施設「テインクルなごや」について
( rクオリティライフ 2 1 城北」内)

O平成 28年4月 1 9 日(火)
• 11 : 00~12 : 00 rあまJobステージョンj
・ 15 : 30~16 : 30 尼崎市役所
子ども家庭相談支援体制整備事業(スクールソーシャルワーク)について

O平成 28年 4月 20 日(水) • 13: 30~15 : 30 
廃校を活用した都市住民等との交流事業について
( r島田市山村都市交流センターささまJ ) 

愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1-1
電話052-972-2083

o rテインクルなごやj 【事務部長羽山(はやま)様】
愛知県名古屋市北区平手町一丁目1-5
電話052-916-0333

o rあまJobステーシヨン」
兵庫県尼崎市竹谷町 2 丁目 183リ町、 JU 階
電話06-6430-7635

0島田市議会事務局
静岡県島田市中央町1-1 電話0547-36-7205

O尼崎市議会事務局総務課
兵庫県尼崎市東七松町一丁目23-1 電話06-6489-6112

o r島田市山村都市交流センターささま」
静岡県島田市川根町笹間上394 電話0547-54-0661



行政調査旅費計算書

員
名
議
派
加
程
先

会
参
日
行

郡山市議会公明党

田川正治、但野光夫、山根悟

平成 28年 4 月 1 8 日(月) ~4 月 20 日(水)

テインクルなごや(愛知県名古屋市北区平手町一丁目 1-5)

尼崎市役所(兵庫県尼崎市東七松町一丁目23-1)

島田市山村都市交流センターささま(静岡県島田市川根町笹間上394)

mn r~長 名名古屋久名古屋
1 Ba r'lJR新幹線 JR新幹線 市営 市営
4/18(ftj) やまびこ ひかり古桜通線・屋名城線

山 126号京 509号 徳重行大右回り )11
226.71 1366.0 屋 2.4 通 3.0

駅 I I駅 I I駅駅I I駅

23E lm 名古屋 天 !吾 新 大 |福 阪神 尼 阪神
市営

屋 名古屋 JRのぞみ 本線 本線
4/19 (バ:) 名城線 市営 古 301号 大 JR京都線 急行・ -高速 l屋

川左回り 大 桜通線 新大阪行 須磨行 阪 田 西宮行 崎 神戸行

3.0 2.4 屋 186.6 阪 3.8 徒歩 8.9 1 .2 I敷
通

駅I |駅 ，~R 馬R 駅| |駅| |駅| l駅

※は前日の乗車券を引き続き使用

尼 i新 医頁
JR 
官

JR 
南事 買 同1

JR神戸線 JR新幹線 東海道 東海道 JR新幹線 JR新幹線

4/20向り JR神戸線 快速・ 大 ひかり 本線・ 本線・ ひかり やまびこ

1tニ
放出行 崎 米原行 462号 松 興津行 田 熱海行 岡 474号

尽 157号 l山
3.0 11.5 阪 295.5 49.3 27.6 180.2 226.7 

，~R ，~R ，~R 駅 馬R 駅| i駅

交通費

日当
宿泊費

合計

57 , 050 
3,000 x 

14 , 800 x 

57 , 050 
3日= 9, 000 
2泊= 29 , 600 

95 ， 650円 x 3 人 =通ι旦E白



別記第 6 号様式

出張(調査等)報告書兼旅費精算書

会派会長様

支出番号 δ 

下記のとおり出張(調査等)したので報告するとともに、受領した旅費を精算(返納)いたします。

出張(調査等)議員名

-田川正治

⑮
一
⑮
一
⑮

. ⑮ 

. ⑮ 

. ⑮ 

. ⑮ 

. ⑮ 

. ;⑩ 

ロ
い

き
ロ

期 間 平成 28 年 4 月 18 日 ~ 平成 28 年 4 月 20 日( 2 r自 3 日)

......・..._"'_...・旬a・・.........伊....““・・・"噌..司...._..・.._.・........_....・.~._..・・...._.... ..“伺刊日ー刊号胃引例日時・...........陣“"‘M"" ・H・・......-.冊...叫骨骨骨 ・............_-_.......岨._......師団‘"....圃圃圃晶 白・・・・四晶司町向‘ ."・司圃圃・."内町内..，.-・・・_....“"“M......

目 的 先進地の行政視察
昨ー

①名古屋市(名古屋市重症心身障がし、者施設について)
円…向山町‘H・a・_.......…“一・……山-..'・町一一一・，・……ー……““・-_..叫…・ー…山一.._._.__.，._...-一…吋...-一町一一一一一…一一，."陣内"山町一…山。“…一……….._....句

用務先 ②尼崎市 (子ども家庭相談支援体制整備事業について等)
市園....，....，.._.・山時 p・...._..ー，同町"川市市町一・…町一...ー…・山“一円山町"町..........・ . ...._.・町内叩町何...…"・…一."._.._.....ー……..・・.............._..._..._..・."…..._..叩，-，...一一山一川"“....・H・.....“ ~. ..町日甲山町"“一山....._......・.............・M・同旬

③島田市 (廃校の利活用について)

行 程 別紙行程表のとおり

期j添の報告書のとおり
内容及び成果 一・……..__..... ・H・..__...，_.，・目_...一…一一町 一一…何回制-.....・M・-町…・"‘…...~....……・ ………………一一'山……………"町一…………山…………山…………e“山…………e“山…………‘“叩………….“山………….“山………一一…………e山一一一……H目一…………a“山…………山………山…….“山…日.叫.一一a“圃一一……e“.“凶一4“.“一…勧山一....-一山…吋叩圃一目一一…申叩一一…，“山山….“山…圃“山.“.

旅費精算 受領額
qfbSむ

精算額
7暫s-， 士6。円

返納額 0 円開円
'..--"C 、、 .11 .. ~， 

上記のとおり出張(調査等)の内容を確認するとともに、精算を受けました。

会派会長 経理責任者 受理日 H 之JV年半月之之日

金 e) 確認 日 /-1 2 ト年くι 月 2之日
精算 日 J-j 三 P 年半月 2之日 l

※添付書類;行程表、調査等先説明資料、要請・陳情書(写れ調査等先の名刺、写真、成果報告書他



一 名士古r屋=市二重症必身障聖息者施=設手イ主砂bJþーなミゃーニ二=ーニごて一一一ニ
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施設概要

一施ー設-名- 一名ァ吉:屋市重症lt;"穿-障害兜者施設{愛称ナヂインクノレなさや}一一一 一

設置者 名古屋市

設置場所 名古屋市北区平手町1丁目 1番地の5 (クオリア千フイフ21城北内)

運営主体 社会福祉法人むつみ福祉会(指定管理者)

指定期間 平成27年4月 1 日~平成37年3月 31 日

医療型障害児入所施設 (障害児入所支援)期円入[児耐今童kー[祉障f法害ザ者第タ4総ム2ぎ条支L 、
施設種別 障害福祉サービス事業所(療養介護・短

援法第5条】
イt-ELーか一一一貝下コ一 一90-:人-(空床利用 lζ去る短期舟恥0大:を舎仏 )\-........_~-ιJずA どこJ一・ 一

市内在住、または本市が入所決定をして市外施設に入所している

方で、医療的ケアに加え常時の介護を必要とするなど、在宅での

生活が困難な重症心身障害児者

対象者
※重症心身障害児者主は次のいずれかの条件を満たす方

①愛護手帳がl度または2度で、かっ身体障害者手帳の肢体不

自由(下肢、体幹または脳原性による移動機能障害)の程

度が1級または2級の方

②児童相談所から重症心身障害児者として認定を受けた方
h 

医師(常勤2人、非常勤7人) ー看護師(常勤49人) アモ!

職員体制 生活支援員(常勤34と人ろ生)f. 栄養士(常勤1人、非常勤1人)

(28.4. 1現在) 薬剤師(常勤2人) PT等リハビリスタッ 7 (常勤4人)

事務員(常勤7人、非常勤1人) 等 。六，写:\

敷地面積 47, 377. 59rrfのうち5， 690. 27 rrf 空中 おy
構 造:鉄筋コンクリート造3階建 fづ24

施設規模 建築面積 : )2 ， 787.56IIÍ Li ?っむ‘、

延床面積: 7, 026. 13rrf {駐車場等727.75rrfを含む。)

1 階 管理室、相談室、調理室、多目的室、交流ホール、 家族交

流室、ボフンアイ 7室、歯科医療センタ一、駐車場27台等
一2 階居室(1床室6室、 2床室4室、 4床室4室)、浴室、デイノレー

施設内容 ム、診察室、薬剤室、 X線撮影室、訓練室、スヌーズレン

室、学校教室、家族宿泊室等

3 階居室 (1床室12室、 2床室8室、 4床室8室)、浴室、 ‘ デイノレー

ム等

1 

日r よ/，

に，/ ア
、、.- /'山、i

く
白、一、守 ξ ，.

J/-.，;'- '， \ 、
〆 どち'7 ....; '
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lhI1 仁、 : ¥r 
VV 恥



2 経過

平成12年度

平成16年度

平成19年度

平成22年度

平成23"-'24年度

名古屋新世紀計画2010で施設の整備を明記

クオリティライフ城北21全体構想策定

整備検討会

整備調査

設計

平成24年度 条例制定・公布※

[※名古屋市釦身問者施問(開問月山布)
名古屋市重症心身障害児者施設条例施行細則(平成25年6月 21 日公布)I 

平成25年度 指定管理者選定、建設工事着手 (12月 6 日)

平成26年度 開設準備、備品整備、建設工事完了 (2月 27 日)

平成27年度 開設 (4月 1 日)

入所者受入開始 (5月 11 日)

3 事業費

( 1 )設計費 47， 586， 000円

( 2) 整備費 2， 714， 108， 593円

(内訳)

工事 2， 375 ， 052;301 円

初度備品・消耗品等 339 ， 056， 292円

( 3) 施設運営費予算

(単位:円)

年度 収 入 支出(指定管理料)

27 308, 097, 000 812, 353, 000 

28 761 , 909, 000 1, 034, 279, 000 
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テインクルなごや

ウエルネスガーデンの概要

叫
体力測定。器黒 ~ :;.. b !

・文部科学省のF新体力!歩;界
ド」の測定器具
【測定項目3 噌 白 ! |
握力 (15;:らさがり . :j 
よ体起己iじ !I 
長座体前屈 :1 
開眼片足立ち ;1 
1 00m障害物歩行 | 

i 築山 (!? 
・階段、高{医差を利用し芹
高負荷の運動に利用 ii 
〔高さ約3m〉 i i 

出画面画
監誌記点活躍翠醤館

交流広場

自由に燈0:る芝生広掲

講座以外でち、平の占の健康ふり、訪の揚どぷよ .. - 司
慨所事業や健康力 [);0 ;号、地域似J レ'-:- ':;?自主的伊勢の場主将;:;
もご利用できます。 !

※イベント・スポ一川舗だ閣の寸陪独占示日間る場合lま ぶ |
割に市の承認が慣とな?ヰ ? - 1 L  Jl 一 一 一 三:

圃圃薗田

ウォーキングコース

-足腰に優しい舗装(弾性n7J1Jv 卜舗装〉
.体力に合わせたコーヌ設定がE能

(1 周 2.50m)
・距離擦を明示Vてイント)
〈時計{す近をOmlこ設定〉

y
 

z
 

j
 

麗
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子どもムーへの纏であり私たちのま一一一 一
私たちのまちのすべての子どもが、個性豊か仁伸びやかに育ちも

ずっと笑顔でいられることは、すべての市民の願いです。

「 尼崎市で13; すべての子ともが健やか白づ一社会の実現を目指して、 j 

i この条領jをつくりました。



ご7主三当Zー も J二ー二 ;;~~. 
- -・ちτ二{ J l: 
一一

l! (し三子二句 (.
'--、一一 ~I 、てこj

子どもが、さまざま怠費j壬を果たせる大人(こ成長するには。。。

成長過程で、子どもの人権が大切にされていることや、

さまざまな人とかかわりをもつこと、さまざまな経験をすることが大切です。

\ ナ

一生住まれたときから、すべての子一どもがもっている次のような権利をいいます 一

Y
一

ち : の 権人 伺 AVo 
円彊僻罫リに関する集約1731ら言語百つ て

. 
、

考えることや信じることに自由があること

他の人たちとグループを自由につくったり、
参加しだりでさること
(※磁の!L，-)[;を問、他の人に迷惑をかけてはいけません) など日

コミ八手::}さへ
子どもの人権を大切にすることは、子どもをかけがえのない存在として認めることです。
大人には、子どもの成長にとってよくないことや他の人に迷惑をかける行為があるとき
は、子どもと対話して、社会のルールやマナーなどを教える責任があります。

性別や国のちがい、障害があるかないかな
どで差別されないこと

教育が受けられること

、
\
~

U党
)
弘
、

日ν
h
J
、，

あらゆる虐待、暴力など
から守られること

I~\ゃからだを休ませることや、年
齢にふさわしい遊ひ、がでさること

文化・芸術活動などに参加できる
こと

病気や、けがをしたときに、
治療が受けられること

I~\ゃからだの健やかな成長にl脳要

な生活を送ることがでさること

自分にかかわることについ
て自由に意見が言えること
意見は年齢や成長に応じ

て考慮されること

障害のある子どちは、特に守られること
いろいろな情報や考えを自由に伝

えたり得たりでさること
(※社会のルールを守り、他の人仁迷惑をかけてはいけません〉プライバシーが守られること、他のぶか

ら誇りが傷つけられないこと



子どもは、未来への希望であり、私たちのまちの宝です。

ーーーす~TJ!2モと~til2健全む注育ちl立、ーすベ.I.JD市民一の幸せな暮らし三とつながりまま。一一一一

子どもは、生まれたときから、学びながら育つ力を持ち、将来への可能性が開かれています。

子どもは、その成長の過程において、生きる、育つ、守られる、参加する権利といった子どもの人権が尊

重されるとともに、多様な人々とかかわりを持ち、また、多様な経験を重ねることにより、自分を大切にす

る心、他者を尊重する心、規範意識等がはぐくまれ、社会の一員として様々な責任を果たすことができる大

人へと成長していきます。

人々が共に暮らす社会では、年齢、性別、国籍、障害の有無等にかかわらず、一人一人の人権が尊重され

なければならず、互いに他者の人権を尊重し合うとともに、社会の決まりを守り、協力して心豊かな社会を

つくることが求められます。そして、子どもには、これらのことを学ぶ機会が与えられなければなりません。

一九九が手ιもιかかわる ιき怯「手ιもームーんが尊厳のあるか l宇がたのない存在さある-=-とを深 4 認識

ー また、子どもの声を聴き、子どもとしっかりと向き合って、信頼関係を築くことが大切です。そして、

大人には、子どもの模範となるべきことを自覚して行動するとともに、子どもが将来大人占して様々な責任

を果たすことができるように育てる責任があります。

私たちのまちのすべての子どもが個性豊かに伸びやかに育ち、また、その笑顔が輝き続けることは、すべ

ての市民の願いです。

そのために、すべての大人は、互いにつながりを深め、それぞれの役割を自覚し、子どもを育てる力を高

め合いながら、子どもが健やかに育つことができるための環境を整えるとともに、次代の地域社会の担い手

として子どもが社会的に自立していくように支えなければなりません。

ここに、私たちは、子どもの人権を尊重することを基本として子どもの育ちを地域社会全体で支えること

により、すべての子どもが健やかに育つ社会の実現を目指すことを決意し、この条例を制定します。

r 

福祉、保健、教育

分野などが

連携する

大人が協力して

子どもが健やかに

育つ環境を

子どもの主体性を

はぐくむ

, 
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つ
益

3

と
利
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に
の
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ち
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ど
最
子

/ 

つくる

大人が子どもにかかわるときには「子どもにとって最もよいこと」を判断する必要が

あります。この場合、子どもの意見や気持ちを聴いたうえで判断することが大切です。

このプロセスを経ることが、子どもの健やかな成長や社会的な自立へとつながります。

\~一一一=一一 一一一
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尼 - 崎市の淑組 一一み 一
福祉分野 保健分野

青少年育成
分野

教育分野

ーも

条例以外の
仕組み

支援が必要な子ど
もを専門機関が連
携して支援します

による取組み 子どもに

関する施策

子どもの育ちを
戸 支え:る仕

,- '>: .~'. ."" :"" .'~....-~I'イ
~ ，一

地域で子どもを育

てる活動などが活
i 発になり、地域の人

一一一一 一ベーたちーがヲー怠がヲモ ー 4
j いけるように支援
j します による取組み

その他の
分野

ど
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総
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※子どもの育ちを支える仕組みについては、平成 22 年4 月 1 日施行

A 
なぜ条例をつくったの?

近年、子どもの育ちに関して、次のような課題があります。 n P17 

①子育てに不安や負担を感じる家庭が増え、家庭の子育てを支える地域の力も弱くなっている 3 い ，

②子どもの豊かな人間性や社会性などをはぐくむ機会が地域の中で、減っている

③児童虐待やいじめ、不登校、非行などの要因が複雑になっている

このような課題!こ、尼崎市全体で取り総んでいく定めの条倒をつくりました。

条例にでてくる言葉の意味は?
, 
児童の権利!こ

コーとち 子とも箆設関する条約
18 歳になった最初の3 世界中のすべての子ども 保育所や幼稚園、学校な

月 31 日までの人で、市 たちが基本的人権と人間 ど子どもが集団生活を通

内に住んでいるか、子ど の尊厳を持つことを願つ じて学び育つ施設で、市

も施設に在籍している て、 1989 年に国際車合で 内にあるものか、市外に

か、市内で働いている人 採択された国際条約 あるもので市が設置した

をいいます 日本[主 1994 年に確認し ものをいいます

同意しました

支援が必要怠
7Y~;戸
コー仁田 -0

虐待やいじめ、不登校な

ど、悩みや問題を?包えて

いる子どもや、その可能

性が高い状態の子ども

をいいます



i也;域住民
地域(j:--ç-与ともの豊か住人間活
性や社会性をはぐくむ場です E

子どちが安J [j\ して暮らせる地域
をつくり、必要に応じて、保護者
の子育てを支援することに努め
ます

百這T蛍~唱さ
も寸云ミ1三1

地域での社会貢献が期待され

モいます 一一一一一一

地域で子どもを育てる活動や子
どちの社会参加活動などへの協
力に努めます

子どもが安J [j\ して暮らせる地域
づくりへの協力に努めます

保護若
ーι-5:J計二王左も L~と_?-玄一番長近二さ 一一

川十|大切な人です

家族と一緒仁、子どものJ [j\ゃからだが安

らぐような家庭づくりに努めます

子どもの生活習慣を育て、子ど
もとしっかり向き合うように

努めます

尼緒子存の奴緩み

子どもが健やかに育つための取組みを総合的に進め、大人たちが協力
して子どちの育ちを支えられるように働きかけます

n二〈\〈J e 三ごイ 心 ~!. ~S.. n Ci~~二，
clAi llιD Pl J 1 ! | 
(/江 l/川/尺[ Uωyマ jμJ 1山ik({L-
\=二二一ノ ，υ ‘-ど.\宇二τ 一〉 、 .. ..，---日二浜 ¥) ‘一一日
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子どもの人揺を尊重して

子どもの声を臆いて

社会的な自立に向け疋学びや行動を支えます
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0他の人を大切にして、思し)!，φりのIß\を持ちましょう

O社会のルールを守りましょう

自分で蓄え0さまざまな人とのかかわりを大切にして、
行動する力を高めましょう
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一子と右75"或蓑じ天YJiご芯を7訂丈度予一年克五ヨヨロf玄ヲゴ為ヲ7亭芝石話予言f -/3 rま.. 

10 年後、 20 年後の尼崎市のまちづく り につながって います。

一一 -EI、 もーを取 り巻く 私たち- 自身~iJ5、 この条例の翠念について翠態を深め、お互いに

つながりを深めながら 、 子どもたちの未来を見据えた第一歩を踏み出しましょう 。

話相識窓口
ひとりで悩んでいませんか-一?まわりに困っている人はいませんか…?
心配なこと、困っていることがあれば、一緒に考えてくれる人がいます。

相談してみましょう。

ー 家族との関係 。 子どもの虐待 ・ 非告などに関して

こども家庭相談(尼崎市家庭児童相談室) 月~金(祝日除く) 9 時"""17 時 30 分

西宮こども家庭センター相談 t
月~金(祝日除く) 9 時-17 時

(兵庫県児童相談所)

児童相談所全国共通ダイヤル(厚生労働省)

子どもの虐待に関して

児童虐待防止 24 時間ホットライン
(兵庫県児童相談所)

いじめ。不透:授などに関して

教育相談(尼崎市教育委員会)

子どもの非行。交友などに関して

尼崎少年サポートセンター相談
(兵庫県警察本部)

月~金(祝日除く) 9 時-17 時 30 分

月~金(祝日除く) 9 時"""17 時 30 分

いじめ・学校生活・友だちとの関係などに関して

24 時間いじめ相談ダイヤル(文部科学省)

ひょうこ'つ子悩み(いじめ)相談
(兵庫県教育委員会)

夜間教育相談窓日 (兵庫県教育委員会)

ひょうこ'つ子「ネットいじめ情ザ」相談窓口
(兵庫県教育委員会)

少年相談室(ヤンゲトーク) (兵庫県警察本部)

子どもの人権!こ関して

毎日 9 時"""'21 時

毎日 21 時~翌 9 時

月~土(祝日除く) 14 時 ......19 時

月~金(祝日除く) 9 時 .......17 時 30 分

06-6489-6921 

0798-71-4670 

189 

0798-74-9119 

06-6429-7564 

06-6427-4651 

0120-0-78310 

0120-783-111 

0795-42-6559 

06-4868-3395 

0120-786-109 

子どもの人権110香(法務省) 月~金(祝日除く) 8 時 30 分 """17 時 15 分 0120-007-110 

平成 22 年 3 月発行

編集: J吉崎市こども青少年本部事務局 こども政策謀
干660-8501 尼崎市東七松町 1 丁目 23 番 1 号

TEL: 06-6489-6341 FAX: 06-6489-6373 

HP : http://www.city訓nagasaki.hyogo.jp
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生活支援相談課長上野裕司

尼崎市子どもの育ち支援条例

¥_<__ '-2 デ : -2-f/りフ

40下ト新内八千じゅぃ
.似のはけJZ

今斗 t
/~ 

妥何%Z付b 什:
ij;ト

.9ミ手k コ~::二 ff-vメ了ふ下~ 今f完投 々が\
不ぞ J長，ペメ

底 地域の大人と子どもが接する機会の減少 じ 地域活動に参加しない子育て家庭の増加
忌 一地域へ新たに人ってきた子育て家庭は地域!ごなじみに〈い

巴 地域活動の役員などの担い手不足 II:' 札識・団体等も、お互いの活動がよく見えていない L

1 



J 検討開始から条例制定まで

3 

条例の構成イメージ園言葉の定義

4 



目的と基本理念

て 子どもの人権尊重を基本主した子どもの育成
一~T様疋ーな責任を果正吾る大^への成長支援)に関L、 i必要な事項を定め、

v すべての子どもが健やかに育つ社会の実現に寄与ずる

:祭事副議事長弱議場
そのために寓.. 

地域社会の構成員が、つながりを前提に、それぞれの役割のもとに取り組む

-R軍軍冨

‘ 5 

大人の役割等
-n穿型車事費・

一
日
常
的
に

子
ど
も
の
育
ち
を
支
え
る

大人
・・ ・ 主な特徴!UJ (他では担えない)

ー-- .ーーーーー

保護者 回第一義的責任 民常育ち的の関基わ盤りとιでの家庭環境づくり
弓L幼児期からの日

地域住民 プ四安家全庭にめ、子安育心てしをて補生う活機で能きJる地国家域族環以境外づのく犬り入...， としての関わり
・ . ー 咽‘ 

子ども施設 -法律等生仁活基由づ場〈仁活動・要支援・専の門状睦態とをし察て知の関わり
目集団 しやすい

'.町

事業者叩 F・安大全JKl由h育安成心活じ動てな生ど活同でのき1る耳地元按環従境業主貢君。血上子育一 てへの配慮

市行政
-モヨ子そ相れ互どもf連にれ携関のへす世のる割支施I援号策J:のる議機定能ーが実高施まるよう働昔かけ

‘'・a 

一一一一一一 一回 F ・‘ 一一 一一 ー一 一一一一一一一一一一一

置茸冨翠霊歪湿&>>m- 置軍四;:bm1宮冨
定 子どもの人格を尊重する

.__ .L 年齢や成長に応じた思いや意見を聴く

E 子どもが、学び、主体的に考え、行動するよう支える

; ヂ'年齢や成長に応じて、
学び、自分で考え、行動するー 一一 ー 自

(6' 



子どもの育ちを支えるための具体的取組み

子どもの育ちを支える仕組み

次の佐組みを新設し、
他の法令による仕組み・制度、子どもに関する施策などと一体となって、

ー 社会全体で、子どもの育ちを支える取組みを進める

向 一一一一一-----ー

, 7 

8 



二一一一一 ーー二 一一日一一一一一 一一一一一一一一一一一 一 一一一ーー一 . 一一 一

スクールソーシャルワークの実施
【子どもの育ち支援ワー力ーの活動】

要支援の子どもを関連機関が連携して支援する仕組み
(スクールソーシャルワーク)

-E誼盟E車翠-===

三・直接、学校現場に出向いて託先生とで績にな
って、不登校や非行など憂支援の子どもの問

題の背景要因について、見立てを行L\ 手立て
を考えて、 関係復関と逗携Lで支援じてい〈

スクールソーシャルワーク

9 

:�!.(Q) 



子どもの育ち支援ワーカーの活動

学校だけでは対応が困難な事例等に対して、子どもを取り巻く
環境の改善を図るため、学校文化と子どもの権利の理解のも
と、福祉的な視点から子どもの背景にある生活環境等に焦点
をあて、関係機関と調整圃連携を図りながら、主主今預紘等の専
理想主知j剣繍を用いて、次の活動を必要に応じて総合的に
fJフ。

①要支援の子どもが抱える問題について、福祉的な視点から
のアセスメント、問題解決のプランーング支援方針の調整、 l
役割分担に応じた支援実施の調重尋の実施

②要支援の子どもと様々な社会資源をつなぎ、関係機関等と
のネットワ，ークの構築、連携、調整

③要支援の子どもを支援するための学校内のチーム体制づく
り支援、学校と関係機関等との連携の促進、教職員等への
福祉的視点からの助言など

1 

:11.2 



一二ニ 子どもの喜ち支援ヲーカ一二一一一

。一自己量人数 6人 6 t' 政ふし~f)
資格一ー : 間Z引手向九

号2--1ミベ丘'政 vf レ f)く

学校教育に関して知識園理解を有し、かつ、

社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有
する人

・ 勤務回数及び時間

年間156 日 1 日 6時間勤務
ぉアで~~~~g~;~01"2i号、片付で決玄関や7主将~~1~!立、

本市宮{主主条例IZ基づき訟をぎ主子務主主空間ね;烹就壊、後侵粟支援のそ1民事:反対髭受注文;発事!
と;/じソ， ' . ":， ， ，:シi，~)~ワーク笠り業務を、行ラ想定か'?i，;，R'手~ï4会:の貫芳玄一票堅守Jh詩;民.~~~、裏手会;よ~~i
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活動の形態
さ子》

形態
ワーカーが特定の学校に配置されて、活 学校からの要請に応じて派遣され、活動
動をする形態 する形態

-.'一 学校生活全体の中でで個別ケ=万\の一 一三 一校丙子ニズ当言語等を通じでJ個預貯一
活動 対応か5校内研修の計画・実施、子ど スへの対応・支援を行う。
の ちを支援する校内チーム体制の構築ま 教職員等への研修を通じて、学校現場
狙い で関わることができる。 に福祉的な視点の導入を図る

学校にいる時聞が長い。 個別ケースに対して、学校からの要請に応
子どもや保護者と直接関わる機会が多 じて学校訪問を行い、校内ケース会議等
し句、 を通じて問題の見立てや手立てを支援す

以上の特徴か5、 る。
教職員との信頼関係も強くなり、配置 個別ケースへの対応や研修等を通じ
校のメシパーの一員として、学校生活 て、学校現場への福祉的視点を導入

特徴 全体の中で、 -個別ケースへの対応か6 . や、教職員への助言や支援を行う之

等 校内研修の計画・実施、子どもを支援 とが可能となる。
す否校丙チム体制の構築まで関而る -配量枝豆よ万弘多て語字頑Z蘭わ
ことが可能となる。 ることができる。
学校での見立てを丁寧に行い、子ども
支援に活かせるような活動が行える。

一 晶 ー.ーー .--.ー，. 一 ・ ワー力ーの理解や活動が定着しやすい 一一一一-一 一一一 γ一一一一一一一

。

14 



活動の評価

@相談状況を見ると、不登校相談と養護相談、性格行勤相談の比 E

率が膏民ら三h盆三企呈岨塑齢の石志窃力か、多L 一一f 一士一一一一一

。 ヮーカーを活用し、チームで子どもを支援する校肉体制を整え、
役割分担のうえ支援することで、不登校などの改善につながっ
た事例もあるが、継続的に働きかけを行い、小さな変化を積み
重ねて改善を図るととも「事例への対応力を高めるといった長，
期的な取量が必要であぶ

。制度理解のうえ活用した学校からは、活動要請が増えているこ
とから、制度への評価は非常に高い。

誠誠;言詰函語詰品i任=誌丙玉玉吋1討岩忘尚示菌詮酷語司雨民云云均ララ戸-厄三孟示詞逼瓦L臼ヲ
;湖期待泊がf高;薫まき玲寺芝L長.-~泊I島渇}るる1主:〉点さ去おさ乏:合i三三ιi. .シ.γ必叫".ξ:三.，'. .:;

r 
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これまでの活動で教職員からいただいた声

e 担任や管理職だけでは対応しきれないことを専門的な立場で支
襲助言してもらい、不登校や家庭に問題をかかえている児童や
護者への援助ができた。

・ 様々な学校外の機関との連携がより一層取れるようになった。
家庭環境に問題を持っている児童への担任の指導や取り組み
がしやすくなった。

。ケース会議にいろいろな関係機関の方が参加して協議している
ことが分かつた。困難生徒の対応で、いろいろな機関の方に協
力してもらえることが分かり心強い。

~:5úJÉ~~選輯層重量雪量擁護僚!J5Æ~1~>:>
子どもや家庭に向けた効果的な支援に向けた役割と取組等の認識を深めるo p !

学校教育の視点と社会福祉の視点の京方から問題を提え、解決していく。

1/ 
15 



一一一一一 一一一 現-状の課題 一一十一--一 一
ブすべての学校で要支援の子どもの支援活動を行い、
ー初期一段階での苅応予学校め対応力にうな庁ること。

国未然防止の観点から、潜在的に支援を必要とする
子どもへの初期段階で、の対応や学校の対応力の向
上等を主眼とする事業本来の成果を出すこと。

::望号員会とも導員した悶?:常男君主自主性惣治事 一
デ 初当防1iH12切:ゥイ活動指:ぬ説持:誌叩
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今後の事業の取組
-蹴翻当主総育ち支援ワ十が配置されているメリットを活かし、

!誓露霜換謀議事重量抑制恥説得手将棋陪::: {
学校現場への福祉の視点の導入、学校内の支援体制づくりのサポートに重
点を置いて取り組む。 、

白問題が重毒化じないように、未然防止ー予防の観潟、I三留意Lだ取組. ，:汲:辺、

就学前紛れ市連携I討ながる視点的、関係材料職のみなぬ二必要i主応i然保
会 j僅セ主主タきそ活保育所主幼稚関等主の連欝などJより機能的な~組 込三三

教育委員会との一層の連携強化を図り、要支援の子どもの支援体制作りを
サホー卜する取組を進める。

。 活動発表研修等を通して、積極的に活動している学校の取組やワーカーの
活動の周知を進める。



【参考資料②】

文部科学省 平成 26 年度スクールソーシヤ jL-ワ一方竺実践活動事例集 1抜粋)

伝子安竺三円ぷ以以千語万三をi町三下ぷ1ぞJzvF

隊長三ミ;協 \Eιj弱認問iL1
【 rl スウ'-"':":"";"-;1;"ツーラザjじワユ方Zの推進体制について(平成 2-6"年度7

(1)スクールソーシヤルワー力一配置の主芯百的 ， • 
就学後の子どもが抱える問題への支援機能を強化する視点から福祉事務所の体制を整備L、いじめ、不登校、非行など、

就学後の要支援の子どもを早期に発見し、児童虐待等の予防や対応の仕組みとも連携して適切な支援を行うため、学校現

場の指導に加え、福祉現場からの視点を導入することで要支援の子どもへの学校の対応カの向上の側面支援、学校と他の

社会資源とのネットワークの構築などを図る。

(2) 配置計画上の工夫

本市では平成 21 年 1 2 月に制定した「子どもの育ち支援条例j を根拠に、福祉事務所にワーカーを配置してスクーノレソ

ーシヤノレワークを実施している。福祉事務所に体制を整備したことで、教育現場からは、外部の機関という認識で捉えられ

る傾向があり、活用に至らないという懸念がある。そのため、学校現場との調整について、教育委員会を窓口とし活用をす

すめるとともに、事業の運営等においても教育委員会と連携を図るよう努めている。一方、児童の支援につなげるため、福

*11里塁豆裡皇室喧2玄関壇(1)7ゴ三そう).ど上主笠..2-，とと主主塞塵児童相談室警の関係撞関と色調整を狂う良::çJ:t，一致率的な運 1 - _.. 

営体制となっている。スクーノレソーシヤノレワークの活動形態は、「配置校型J と「派遣校型J を併用して実施している。

(3 )配置人数・資格・勤務形態

子どもの育ち支援ワ}カー(ソーシャルワーカー 6名

(資 格) 社会福祉士、精神保健福祉士

(勤務形態)・ 年間 1 56 日 1 日 6 時間勤務 (一月当り平均 1 3 日、←適当り概ね 3 日勤務)

(4) r活動方針等I立関する指針J (ビジョン)策定とその周知方法について
尼崎市スクーノレソーシヤノレワーク実施要領を制定し、活動実施の指針としている。市立小中学校へは、校長会での説明や

通知文「スクールソペシヤノレワーク活用に係る活用実施計画書の提出についてj を教育委員会と連名で発出し、活動形態や

狙い等について周知し、活用を呼びかけている。

【 2 】スクールソーシャルワー力一の資質向上に向けた研修体制について

(1)研修対象

子どもの育ち支援ヲーカー、福祉事務所、教育委員会、こども青少年局関係職員、学校教職員他

(2) 研修回数(頻度)

ssw研修会 5 回

(3 )研修内容

4升-21 同一一スタZノレメγペンキJレ主エ=ク活動の一進め労一一一一 一一一一一一J一一一

7 月 29 日 スクーノレソーシヤノレワークにおける基本的な視点(第 1 回)

8 月 7 日 スク」ノレソーシヤノレワークにおける基本的な視点(第 2 回)

3 月 4 日 少年事件の知識と対応について(教員参加)

3 月 4 日 いじめ防止対策推進法と ssw の役割(教員参加)

(4) 特に効果のあった研修内容

児童福祉分野、保健分野、教育分野、法曹分野の 4名のスーパーパイザーから、各専門分野の研修を実施している。上

記のうち 2 固については、スクーノレソーシヤノレワーク活動の一環として、学校で起こる様々な事象に対する対応力の向上

と、教員に対するスクーノレソーシヤノレワーク活動の周知を目的として、教員にも参加を呼びかけて実施した。

(5) スーパーバイザーの設置の有無と活用方法

o svの設置:有り
0 1;5用方法:貫埜二巷.育連携体制 sv調整会護主き堅持ーし、 svから一事差(1)違且一改善や進行管理主?丸三τ指導助言を受世主
いる。また、支援に行き詰る事例やワーカーに対する研修等で助言指導等を受けているo

(6) 課題

活動に即した効果的な研修テーマの設定及び研修等の日程の調整



三五[~3J=~-:&二=JJぷ左主主主~Lk豆竺力主主の活一周裏側三=一一=ニ二二一一:ーごと二三三と二よ三二二二ご三
{事例 11 不登校対応のための活用事例

対人関係と学習面での苦手意識があり、友達関係の蹟きから不登校になった中 1 年女子生徒。もはや教室での居場所がなく、適

応指導教室へ行くことや教育相談のカウンセリングを受ける日々。母は学校から見捨てられ感が強く、やがで継続はできなえなっ

た。学校からの.ssw の要請}こより、 ssw と学校の協働により支援にあたっての目標・支援のプラン・役割分担を明確にじた。ワー

カーは母の気持ちに寄り添いながら話を聴き、母と担任の関係を繋ぎ直し、担任は、クラスメイトとの関係づくりのために生徒同

士の連絡ノートを提案、また市教委と訪問指導員との調整により別室登校の準備をした。こうした支援の結果、別室登校や教室に

入れる教科は徐々に増え、クラスメイトとの関係も改善、母と学校との信頼関係が少しずつでき学校への不満が軽減した。校内に

相談できる教員が増えたことから親子ともに、 sos を出せる環境になった。また、このことが不登校事例への校内体制のひとつと

して別室登校の前例ができた。

【事例 21 発達障害等の対応のための活用事例

発達障害と愛着障害の影響から、暴言、大声で喚く、突き飛ばす、蹴る、窓から飛び降りようとする、時と場所を選ばず衝動的

、三有動する小 5 男子生従ご薬園有事苓要葉否更可否でE石困難羽çìli)1J指導ぞ釘'f0-でEで了盲奪~L\のjt.fさ了被害惑惰区ぢ繋がす

でいた。クラス運営にも支障を来たしていたためワーカーは、養護教諭やクラブ顧問、担任などからの情報を整理、アセスメント

を通し、本児との関わり方を教員等と一緒に考えていく校内チームを作って支援に取り組んだ。また、関係機関にも声かけをして

連携ケース会議を定期的に実施した。具体的なプランとしては、学校と ss百は、本児の思いを聞き取り、自己肯定感を高めるため

に本児とルーノレを決め、学校全体で共通理解のもと支援的に関わった。保健師など関係機関からは家庭訪問等により母親と関係を

作り、役割分担し協働を促進した。学校と保健・福祉部局との連携から、家庭一学校両面で支援を進め、関わりを重ねるうちに、

本児は安定していき、校内での暴力を伴う問題行動の旗度が減少し、大きな問題にならず学校生活が送れるようになった。支援入、

材と協働することの有用性を実感bた一例である。

【 4 】成果と今後の課題

( 1 )スクールソーシャルワー力一活用事業の成果

学校からの相談には、不登校、問題行動のうち家庭環境や発達に起因するものなどの事例が多く、これらの問題についてス

J クールソーシヤノレワーグへの期待は高い。子ども伊ち支援ワーカ」を活用し、子どもをチームで支援する校内酬を整え、
役割分担のうえ支援することで、不登校などの改善につながった事例もあるが、継続的に働きかけを行い、小さな変化を積み

重ねて改善を図るとともに、事例への対応力を高めるといった長期的な取組が必要となる場合もある。こうした取り組みを進

める中で、新たに子どもの育ち支援ワーカーの活用を希望する学校も増えてきた。

・活動学校数小学校 20校/42 校相談ケース数 76 件

中学校 10校/19 校相談ケース数 126 件

-校内ケース会議 221も回 ・連携ケース会議 52 回 ・他機関との連携活動 439 回

(2) 今後の課題

平成 26年度からはワーカーを 3 人から 6 人に増員し、全小中学校を対象に支援できる体制をつくり、学校内の支援体制

づくりをサポートする取組を進めている。今後も支援を必要とする子どもへの初期段階対応や学校の対応力の向上等、未然

防止の観点から、子どもの集団生活の環境を改善することを主眼とする事業本来の成果を出していきたい。一方、学校内の

管理職の異動などで、制度理解が薄れていくもの現状であるため、適宜、学校へ制度理解の研修など実施し、制度に対する

学校現場の理解を高めていきたい。



尼崎市子どもの育ち支援条例

一一一一 一~O厄両市て白も三万育ち支援条例

平成 2 1 年 1 2 月 1 8 日

一 条例第41_号

改正 平成-25年 3 月 7 日条例第 1 8 号

目次 、

前文

第 1 章総則(第 1条一第 3 条)

第 2 章 大人の役割等(第4条一第 8 条)

第 3 章 子どもの主体性のはぐそみ "C第 9 条 ・ 第 1 0 条)

第 4 章 子どもに関する施策の策定及び推進(第 1 1 条 ・ 第 1 2 条)

一一一第五章一壬ともJ12賓あーを支える仕組みー (第一工 3 条一第 1- 1 条) 一一

第 6 章雑則(第 18 条一第 20 条)

付則

子どもは、未来への希望であり、私たちのまちの宝です。

すべての子どもの健やかな育ちは、すべての市民の幸せな暮らしへとつながります。

子どもは、生まれたときから、学びながら育つ力を持ち、将来への可能性が開かれています占

子どもは、その成長の過程において、生きる、育つ、守られる、参加する権利といった子どもの人

権が尊重されるとともに、多様な人々とかかわりを持ち、また、多様な経験を重ねることにより、自

分を大切にする心、他者を尊重する心、規範意識等がはぐくまれ、社会の一員と Lて様々な責任を果

たすことができる大人へと成長していきます。

人々が共に暮らす社会では、年齢、性別、国籍、障害の有無等にかかわらず、一人一人の人権が尊

重されなければならず、互いに他者の人権を尊重し合うとともに、社会の決まりを守り、協力して心

'_.... 呈を主主主金主2えを三よ主主む皇民主主」て、一王とたl益予一三並立2ζとを主主機会主主えられー一

なければなりません。

大人が子どもにかかわるときは、子ども一人一人が尊厳のあるかけがえのない存在であることを深

く認識し、また、子Eもの声を聴き、子どもとしっかりと向き合って、信頼関係を築くことが大切で

す。そして、大人lこはt 子どもの模範となるべきことを自覚して行動するとともに、子ともが将来大

人として様々な責任を果たすことができるように育てる責任があります。

私たちめまちのすべての子どもが個性豊かに伸びやかに育ち、また、その笑顔が輝き続けることは、

すべての市民の願いです。

そぬ色め l三、一士べての大人は、互いにつながりを深め、それぞれの役割を自覚し、壬ども在育てるー

カを高め合いながら、子どもが健やかに育つことができるための環境を整えるとともに、' 次代の地域

社会の担い手として子どもが社会的に自立していくように支えなければなりません。

日 ミととに、私たちは、子どもの大権を尊重するごとを基本とじで子どもの育ちを地域社会全体で支え

1/7 



尼崎市子どもの育ち支援条例
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第 1 章総則

(この条例の目的)

第 1 条 この条例は、子どもの人権を尊重することを基本とした子どもの育成に関し、基本理念を定

め、保護者、地域住民、子~:も施設、事業者の役割及び市の責務を明らかにするとともに、子ども

に関する施策についての基本的事項及び子どもの育ちを支える仕組みを定めることにより、すべて

の子どもが健やかに育つ社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第 2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 市内に居住する者、子ども施設に在籍する者又は市内に勤務場所を有する者で\そ
一 ー 一一一一一ι一 一一一 一 一 一ー ーー ーー

、 一一一一一ー一一一・ー一一…

の出生の日から 18歳に達する日以後の最初の 3 月 3 1 日までの間にあるものをいう。

(2) 子どもの人権児童の権利に関する条約において児童の権利として定めるものをいう。

(3) 保護者親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護するものをいう。

(4) 地域住民 市内に居住する者若しくは勤務場所を有する者(子どもを除く。)又はこれらの

者を構成員とする法人その他の団体(以下「法人等」という。)をいう。

(5) 子ども施設保育所、幼稚園、学校その他の子どもが入所し、通所し、通園し、又は通学す

ることにより集団生活を通じて学び、育つ場としての施設で、市が設置し、又は市尚に存するち

のをいう。

(6) 事業者市内化事務所文は事業所を有する個人又は法人等で、事業活動を行うものをいう。

(7) 関係機関 ， 子どもの育ちに関する行政機関、医療機関等で、市及び子ども施設以外のものを

いう。

(8) 要支援の状態虐待若，しくはいじめを受けている状態、不登校の状態若しくは非行その他の

問題行動を行っている状態文はこれらの状態に至る可能性が高い状態をいう。

(基本理愈)

第 3 条 子どもの育成に関する基本理念は、次のとおりとす益。

(1) 子どもの年齢及び成長に応じ、その意見が尊重され、 l 子どもにとっての最善の利益が考慮、さ 、

れること。

(2) 芋どもが様々な責任を果たすことができる大人に成長することができるように、その学び、

育つ力が伸ばされるとともに、子どもが他者とのかかわりを大切にして主体的に考え、行動して

いく力がはぐくまれること。

(3) 保護者、地域住民、子ども施設、事業者及び市により、それぞれの役割文は責務に応じ、主

体的な取組がなされるとともに、これらの者の相互の連携により、子どもが健やかに育つことが

できるための環境が整えられること。
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一 一二一二 一 (4十干冨ネ止で保健:一教育その他ーの一関連分野においててーデどおの育成に関じて総合一的な取組部なさ打ー一ー

ること。

大人の役割等第 2 章

保護者は、前条に定める基本理念(以下 「基本理念J という。)にのっとり、子どもの育ち
「 へ十

を支える第一義的な責任があること及び家庭が子どもの人格形成に大きな役割を果たしているこ

とを自覚して、家族とともに次の各号に掲げる役割を果たすよう努めなければならない。

子どもが心身ともに安らぐことができるような家庭環境づくりを行うz こと。

(保護者ゐ役割)

第 4 条

、
l

ノ

イ
B

A

，
，a
、
、

乳幼児期から、子どもの人格を尊重し、子どもと向き合うこと。

子どもが基本的な生活習慣、他者を尊重する心、規範意識、豊かな人間性、社会性等を身に

付けることができるように、年齢及び成長に応じ、その育ちを支えること。

(地域住民の役割) • 

(2) 

(3) 

地域住民は、 基本理念にのっとり、地域社会が子どもの社会性及び豊かな人間性をはぐくむ

場であること並びに地域社会に家庭における子育てを補完する機能があることを認識して、相互に

つながりを深めるとともに、次の各号に掲げる役割を果たすよう努めなければならない。

第 5 条

(1) 地域社会での子どもの生活上の安全に配慮するなどの子どもが安心して生活することができ

るための地域環境づくりを行うこと。

子どもが他者を尊重する心、規範意識、豊かな人間性、社会性等を身に付けることができる

ように、年齢及び成長に応じ、その育ちを支えること。

必要に応じ、子どもの育成に関して、保護者に対する知識の提供、交流の機会づくり等の支

(2) 

(3) 

援を行うこと。

(子ども施設の役割)

第 6 条 子ども施設は、基本理念にのっとり、次の各号に掲げる役割を果たすよう努めなければなら

一一一ーー --'--1計三

子どもが考える力、創造力等を身に付けることができるように、年齢及び成長に応じ、その
、
、
，

，
，
，

守
E
i

'
't
、
、

育ちを支えること。

子どもが、集団生活における他者とのかかわりを通じて他者を尊重する心、規範意識、豊か

な人間性、社会性等を身に付けることができるように、年齢及び成長に応じ、その育ちを支える

(2) 

こと。

要支援の状態、にある子ども(以下 「要支援の子どもJ という。)の早期発見及びその支援を(3) 

行うこと。

(事業者の役割)

事業者は、基本理念にのっとり、事業活動を行うに当たり、地域社会における社会貢献等の

社会的な責任を認識して、次の各号に掲げる役割を果たすよう努めなければならない
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第 10条に規定する子どもの主体的活動に協力すること。

(2) 地域住民が第 5 条第 1 号に掲げる役割を果たすことに協力すること。

(3) 自己の議柔員五三瓦蚕著モ、あるときは、震証条各号に掲げる保護者の役割是認識し7三当該従業

員がその子どもとのかかわりを深めることができるように配慮すること。

山 (市の責務)

第 8 条 市は、基本理念にのっとり、次の各号に掲げる責務を有する。

-(1) 子どもに関する施策を策定し、その推進に当たっては、福祉、保健、教育その他の関連分野

において総合的に取り組むとともに、保護者、地域住民、子ども施設、事業者及び関係機関と連

携すること。

(2) 保護者、地域住民、子ども施設及び事業者がそれぞれ第4条各号、第 5条各号、第 6 条各号
一一 一一 一 一一一一一 ← 一 一宇一一一一一一 一 一 ー一一 一一一一一一ー 一 --

一一ー- 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一 一 一一一 一 _ . .ー 『一 .-・一一

及び前条各号に掲げる役割を果たすことができるように働き掛けを行うこと。

(3) 保護者、地域住民、子ども施設、事業者及び関係機闘がそれぞれ又は相互に連携を図ること

ができるように支援を行うこと。

(4) この条例の趣旨について市民等の理解を深めるため、広報活動その他必要な措置を講ずるこ

と。

第 3 章子どもの主体性のはぐくみ

(子どもの主体性のiはぐくみ)

第 9 条 子どもは、様々な責任を果たすことができる大人へと成長するように、次の各号に掲げる事

項について、その年齢及び成長に応じv 学ぶこと及び主体的に考え、行動することに努めなければ

ならない。

(1) 他者を大切にし、他者への思いやりの心を持つこと。

(2) 社会生活上の決まりを守ること。

(3) 他者とのかかわりを大切にする中で、主体的に生きていく力を高めること。

2 大人は、子どもの人格を尊重し、その年齢及び成長に応じた意見等を聴くととぢに、子どもが社

会的な自立に向けて学ぶこと及び主体的に考え、行動することを支えなければならない。

、(子どもの主体的活動への支援)

第 10条保護者、地域住民、子ども施設、事業者及び市は、子どもの社会的な自立に資するため、 

他者とかかわり合える機会をつくるよう努めるとともに、子どもの社会参加並びにスポーツ活動、

文化活動等に関する子どもの自主的な企画及び運営による活動(以下これらを「子どもの主体的活

動j という。)への支援に努めなければならない。

第 4章子どもに関する施策の策定及び推進

(子どもに関する施策の策定及び推進)

第 1 1 条 市は、次の各号に掲げる事項に係る子どもに関宇る施策を策定し、これを推進するものと
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(1) 子どもの健康の保持及び増進に関すること。

(2) 子どもが育つための、安全かつ良好な生活環境づく司 り及び子どもの豊かな心をはぐくむ教育

環境づくりに関するーごとJ J

(3)' 一 子ども同士のかかわり合い及び子どもの多様な体験の機会づくりに関すること。

(4) 子どもの主体的活動の機会づくりに関する乙と。

(5) 子育て家庭に対する子育てに係る負担の必要に応じた軽減に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、子どもが健やかに育つための環境づくりに関すること。

(推進計画等)

第 1 2条 、 市長は、前条の子どもに関する施策を総合的かつ計画的に推進するための計画(以下 f推

進計画J という。)を策定するものとする。

2 市長は、推進計画を策定しよう占するときは、市民等の意見を反映させるために必要な措置を講

じるほか、あらかじめ、尼崎市子ども ・ 子育て審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、推進計画を策定したときは、速やかにこれを公表するものとする。

4 前 2項の規定は、推進計画の変更について準用する。

5 市ほ、推進計画に基づく子どもに関する施策を総合的に推進するための体制を整備するものとす

るd

6 市l士、推進計画に基づく施策の実施状況等について、必要に応じて子どもの意見を聴く機会を設

けること等により調査を行い、当該施策の実施状況等の検証を行わなければならない。

(平 25 条例 1 8 ・一部改正)

第 5 章子どもの育ちを支える仕組み

(地域社会の子育て機能の向上)

第 1 3 条保護者、地域住民、子ども施設、事業者、関係機関及び市は、基本理念にのっとり、それ

一一ぞれ;又は相主のろなが』りを深あて了地域在査の子育て機能が両王子Z王す雰あ否庁五i至志-~-正しら

2 市は、地域社会の子育て機能の向上に資する左め、次に掲げる事項に関し、必要な措置を講ずる

ものとJるo
(1) 保護者及び地域住民が子どもの育ちを支えるための主体的な取組並びに自主的な企画及び運

営による活動を行うことの奨励及び促進に関すること。

(2) 子ども、保護者、地域住民、子ども施設、事業者及び関係機闘による子どもの育ちを支える

ための主体的なつながりの形成及び拡充並びにその継続への支援に関すること。

3 保護者、地域住民、子ども施設、事業者及び関係機関は、前項第 2号に掲げる事項について市が

ー 前否措置I靖万するよう努めなけ瓦ばならなに一 一一一一一ーー

(要支援の子どもへの支援等)

第 14条 市は、保護者、地域住民、子ども施設、事業者及び関係機関と連携し、要支援の子どもの
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る家庭生活、集団生活等における環境をその最善の利益となるように改善するため、保護者、地域

住民、子ども施設、事業者、関係機関及び要支援の子どもの支援について識見を有する者のうちか

ち市長が指定す石者C-C以下一 「支援関係者j という-~ - )ーと連携じたうえで二様々な社套資源を活用じ一一

て、当該要支援の子どもに対し、必要な支援を行うものとする。ただし、児童福祉法(昭和 22年

句 法律第 164 号)その他の法令に要支援の子どもの支援に関する規定がある場合は、当該法令の定

めるところによる。

2 市は、前項本文の規定による支援の実施に当たっては、当該支援に係る要支援の子ども及び支援

関係者の意見等から福祉、保健、教育その他の関連分野に係る総合的な視点に立って当該要支援の

状態となった要因を把握したうえで、支援関係者及び市による当該要支援の子どもに対する支援に

係る方針(以下「支援方針j という。)を決定するものとする。

一 - ---3 支援蘭係若1子宮E揺哀5う一ぢ市下京置す~~も三万を阪くてT1ま支援方制ど基弓苦、妻支援百子一一 一

どもに対する支援を行うよう努めなければならない。

4 市は、第 1 項本文の規定による支援を適切に行うため、支援方針の決定、当該支援方針に基づく

市及び各支援関係者の役割の分担その他当該支援方針に基づく支援の実施に関し、支援関係者と必

要な調整を行うことができる。

(支援関係者に対する協力要請等)

ー第 1 5 条 市は、前条第 1 項本文の規定による支援の実施に当たり、支援関係者に対して、当該支援

に必要な情報の提供その他の協力を求めることができる。

2 支援関係者のうち、子ども施設及び関係機関は、前項の規定による協力の求めがあったときは、.

これに応じなければならない。

3 支援関係者のうち、保護者、地域住民及び事業者は、第 1 項の規定による協力の求めがあったと

きは~これに応じるよう努めなければならない。

， (支援に係る協議等)

第 1 6 条 市及び支援関係者は、第 14条第 1 項本文の規定による支援の実施に当たり、必要がある

と認めるときは、相互に当該支援を行ラためJこ必要な協議(以下「支援に係る協議J という。)を

求め、当該支援に必要な情報の交換を行うことができる。

2 市の職員若しくは支援関係者(法人等にあっては役員又は職員、子ども施設にあってはその職員)

又はこれらの職若しくは地位にあった者は、正当な理由なく、支援に係る協議において知り得た情

報を第三者に提供してはならない。

(体制の整備等)

第 17条 市は、第 1 3 条第 2項の規定により講ずる措置及び第 14条第 1 項本文の規定による支援

を効果的に実施するための体制を整備するものとする。

2 市は、第 1 3 条から前条まで(第 14条第 1 項ただし書を除く 。 )の規定に基づく子どもの育ち
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一~-~一一一一 一引 を支えとる仕組み-E五円~lさの条例伝去る子Eもの育ちを支去る仕紐みjーといラτ)よ及。同項たたじ 一ーー

書の規定に基づく子どもの育ちを支える仕組みの一体的な運用に努めるものとする。

第 6章雑則

(調査研究)一

第 1 8 条市は、第 1 1 条の規定による子どもに関する施策の策定及び推進並びにこの条例による子

どもの育ちを支える住組みの運用等に必要な調査研究を行うものとする。

(財政上の措置)

第 1 9 条 市は、第 1 1 条の規定により子どもに関する施策を策定し、及び推進し、並びにこの条例

による子どもの育ちを支える仕組みを運用するために、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるも

のとする。

(委任)

第 20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

付員Ij

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第 5 章の規定は、平成 22年4 月 1 日から施行する。

付則(平成25年 3 月 7 日条例第 1 8 号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成 25年4 月 1 日から施行する。
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1 開会

2 挨拶

3 視察事項

、

郡山市議会公明党

視察研修次第

日時平成28年4 月 20 日(水)

午後 1 時30分から ，

一

会場山村都市交流センターささま

・廃校を利用した都市住民等左の交流事業について

4 閉 i生、
ﾄ 



一一 一一一一 一 一 ー

く平成27年2月改訂〉

附帯設信利用料

前一 |七J肩弱者搬糊舶111話剥寝具|
|中学生等の団体 1 1 ，7201~一二一 L _ .......1 

図宿泊施設利用料
宿泊室等利用料

積震首長

高臨 |白人 I ~言説|高校生の団体 | 問。 11 '誕: P官縫b l
その他の者 I 6，040II~i，;;;:二
，中学問団体 1 1 ，29QjlÆS塑| 竺1

1室当たり E 哩 一一一」

和室ω\) 16人 I i夜につき | 高校生の団体 1 2 ,590 

その他の者 1 4 ,530 

目中学主等の団体 I 2 ,590 
1室当たり I ~"，*"J.I-. ........ ロ i 

躍的 11 2人 I ;夜につき国監盟体 5,180 

その他の者 9,070 

。利用時間/宿泊を始める日の午後3待がら退出する自の午前日時まで.

0 宿泊室等利用料には、宿泊者の浴室の利用料を含みます。

一一一一... 03歳以本の者は、 ζの表に規定まる定員!こ含めないものとします.

。「児童又は生徒の団体Jとは‘ 8人以上の児童又は生徒(小学校、中学校又I<J:高等学校に在
学する者(これ5の者に準する者として市長が認める者を含む固)をいう.)をもって組織
する団体をいい、「一般の宿泊者Jとl立、児童文は生徒の団体lζ属さない者をいいます。

図集会施設等利用料(利用時間/午前日時白5午後日時まで)

研修室等利用科 ‘ 開請設備利用科
し 使用時間及び利用籾(円)ぷ

利用区分 定rひ員ょ
、午前 乙 『 年後:， 1 1 夜間 ;町 一全日.

91020-OでR‘:t~{[i一 二tを.4c1.匂哩ユiVJ~fut~ユ守

暗号 ・目‘

研修室 sc�:A 1 ,610 I 2,160 I 2 ,160 I 5 ,930 

会理室 24人 640 I 860 I 860 I 2,360 

音楽室 24人 430 I 530 I 530 I 1 ,490 

和室(ijl) 6人 310 430 430 1 ,170 

和室(大) 12人 640 860 860 2,360 

宿泊皇 8人 310 430 430 1 パ 70

体育館 /' 360 360 360 1 ,080 

図体験ブロクIラム料金

'7ログ芳ム名子 : ". '-: 島 : 員証言 荷主主{同1・ :
ピザ作り体験 通年(1セ，1-5枚) 5，OOO~ 

ほう雲餅作り体畏 6月-9月 1 ,000 

川遊び体験 日月~日月 別途相談

ヤマメ白コがみ取り 7月-9月 1 ，500~ 

宿支打ち体験 10月 -3月 1 ，500~ 

竹飯体験 11月-3月 1 ,500-

竹細工体設 通年 2,000-2 ,500 

図お食事のご案内
地元への注文(交流センヲーで斡旋します。)

. . . . 〆三ュ:-:-. '=~.: と i単 ，: ï立 品 了科宣言f円
朝 食 お一人様 550~ 

思 食 おー人様 800-

タ 食 右一人様 1 ,000-

おむすび弁当 おー人様 550~ 

ドバイキング (お2一D名人~様} 2 ,000 

諮扇己m 単位 ‘ 科、南続肖)

1式
議理室 380 

1固にコ苦

300 
浴室

1人当たD {児童・生徒/
1回にコ告 150) 

多照目明的設広備場 1回につき 1 ,610 

圏{毎昨時日の塘古日l乱モの直告の体日目到のE
.12月29日~豆年1 月3日

閣制由Bヵ月み前悶の1 日すかる5臨時申し豆lオま冒

。督体験とも概ね3人以上の参
加、 1人当たりの料金です。

。体験の内容は、変更する場合

がありますロ
。告体験ともと予約が必要ですB
Oその他の体最もあDます。ー
と棺談ください.

0要予約(1週間前まで)
。その他メニュー追加料理に

ついてもご相談に応じます.
0 自炊(厨房利用)、持ち込みも可

能です.

。薪炭も販売し1たします。
。食材はき自と用意ください.
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干428・0211 静岡県島田市川根町笹間上 394 番地
TEL/FAX 0547・54・0661
Email:koryu-c-sasama@cy.tnc.ne.jp 

島田市山村都市交
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尼崎市健康福祉局福祉事務所
生活文設相談課 こども家庭相談担当

率
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書

記
ま

毅
一あ
一

M
V
 尼崎市福祉事務所

生活支援相談課長 ~

患子梅原鍛箆上野裕司
社会福祉士

係長

l 尼崎市役所本庁舎
〒660-8501 尼崎市来七松可 1 丁目 23 呑 1 号

TEL (06) 6489-6921 
FAX (06) 6489-6362 

E-mail 

尼崎市東七松町1 丁目 23番1号

-6362 墨絵通1者自F501

島田市は新市誕生10周年
f奇抜どホタ;j"どのふれあいの宝

島田市山村都市交流センターささま
皇か会白星
宿泊体験施設 島田市教育委員会

教育部社会教育課
社会教育係

主査宮脇

干428-8650

静岡県島田市金谷代宮町3400番地
TEL (0547) 46-5625 
Fω< (0547) 46-5302 
E打å

克義長信

島田髭まつり (9用〉

静岡県島田市川根町笹同上394番地
TEL.FAX 0547 -54 -0661 

E-mail:koryu-c-sasama@cy.tnc.ne.jp 

彦隆イ'*

キ
e 

切島

〒428-8650 静岡県島田市金谷代宮町 3400

TELO547-46-5625 FAX 0547-46・5302

Mail: 

URL:h句://www.shimada.edJp 

こどもわくワ-'.7で
トーマスお掃除
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政務調査報告書(平成 28 年 4 月 18 日(月)

4 月 18 日(月)名古屋市重症心身障害児施設テインクノレなごや視察

今回、郡山市においても、重症心身障害者を抱える年配の方からご相談をい

ただき、高齢者が単独で重症心身障害者を抱えて生活している場合、将来の不

安を感じているケースが結構あるため、先進事例を学びたいと思い、視察させ

ていただいた。

名古屋市においては、小児・周産期医療とがん医療ができる名古屋市立西部

医療センター (500 床)を平成 23 年 5 月 1 日に開院。当医療センターは名古屋

市立大学病院の分院として昭和 11 年 8 月に病床数 35 床にて開設され、その後

旧名古屋市立城北病院と改称して独立。その後、未熟児病棟を増設し、地域周

産期母子医療センターの認定を受け、小児科の二次救急を開始し、さらに、「赤

ちゃんにやさしい病院J の認定を受け、平成 23 年に現在地に西部医療センター

を新しく開院。

そして、西部医療センターに隣接して医療型障害児入所施設として重症心身

障害児者施設を平成 28 年 4 月に新設し、平成 27 年 4 月 1 日~平成 37 年 3 月

31 日までを指定期間として社会福祉法人むつみ福祉会が指定管理者となり管理

運営をスタート。設置者は名古屋市で、定員は 90 名収容可能。

職員体制は、医師(常勤 2 名、非常勤 7 名)、看護師(常勤 49 名人生活支援

員(常勤 34 名)、栄養士(常勤 1 名、非常勤 1 名)、薬剤師(常勤 2 名) PT 等

のリハビリスタップ(常勤 4 名)、事務員(常勤 7 名、非常勤 1 名)等となって

し、る。

施設内容は、 1 階に管理室、相談室、調理室、多目的室、交流ホール、家族

交流室、ボランティア室、歯科医療センター、 2 階に居室( 1 床室 6 室、 2 床

室 4 室、 4 床室 4 室)、浴室、デイルーム、診察室、薬剤室、 X線撮影室、訓練

室、スヌーズレン室、学校教室、家族宿泊室等、 3 階には居室( 1 床室 1 2 室、

2 床室 8 室、 4 床室 8 室)、浴室、デイルーム等となっている。
敷地面積は、約 47， 380 nfのうち約 690 nfで、鉄筋コンクリート造 3 階建て、延

床面積は、 7026.13 nf。

また、事業費は、設計費 47， 586 ，000 円、整備費は。 2 ，714， 108 ， 593 円となっ

ている。

入所対象は、市内在住、または名古屋市が入所決定をして市外施設に入所し

ている方で、医療的ケアに加え常時の介護を必要とするなど、在宅での生活が

困難な重症心身障害児者としている。

なお、重症心身障害児者とは、①当市の愛護手帳が 1 度または 2 度で、かっ

身体障害者手帳の肢体不自由(下肢、体幹または脳原性による移動機能障害)

の程度が 1 級または 2 級の方。②児童相談所から重症心身障害児者として認定



を受けた方。とされている。

施設内を職員の方々にご案内をしていただき、見学致しました。特に、 1 ・

2 階の廊下壁面には名古屋市立大学芸術工学部鈴木研究室によるホスピタノレア

ートが描かれており、目を引し 1た。

さらに、自の前の屋外には、ウエルネスガーデンという名称で公園的な施設

があり、ウォーキングロースや体力測定器具も設置されており、市の健康増進

課で主催する「健康づくり講座j などでも当ガ}デンを利用しているとのこと。

また、居室をはじめデイルーム、機能訓練室はもとより、入浴室にもリフト

が整備されており、職員にとっても入所者にとっても大変に、利便性が高く、

安全に運用されている状況を伺えた。

入所者の年齢も、赤ちゃんから 60歳以上の方々まで受け入れられており、

当初、ショートステイにも 5 0 名もの申し込みがあり、需要が多いことも分か
った。当施設の隣には、上述の通り医療センターがあり、医療度の高い方もい

ることから連携できる状況にあり、大変、機能性が高い施設であると感じた。

本市においても、今後、このような施設が必要と思われることから、提案を

していきたいと思った。



郡山市議会公明党行政視察報告書

視察先自治体:兵庫県尼崎市

視察内容 :子ども家庭相談支援体制整備事業(スクールソーシャルワーカーについで)

視察日時 :平成 28 年 4 月 19 日(火) 15:30~16:30 

参加者 2 郡山市議会田川正治議員但野光夫議員 山根倍

尼崎市健康福祉局福祉事務所生活支援相談課長 上野裕司様(社会福祉士)

健康福祉局福祉事務所生活支援相談課 梅原恵子様(こども家庭相談担当)

取り組み内容

・尼崎市子どもの育ち支援条例(平成 21 年 12 月 18 日公布亀施行)

H16 年 11 月に子どもの権利条約の同意を受けて尼崎市長(当時)が条例を制定を提案

背景として

中学校の不登校率が高い(全国平均の倍に当たる約 4%)

福祉的ケアが必要な家庭の増加、虐待相談件数の増加

家庭や社会の要因が複雑に絡んでいる事例が増加

同じ事例においても各分野、機関がバラバラに対応

都市化が進み、地域活動への参加が減り、地域の子育て機能が低下

制定に当たって

外部検討委員会、庁内検討会議を設置

検討委員会の意見書:制定に向けて、理念条例とならないように実行性が求められた

-スクールソーシャルワ}カー(子どもの育ち支援ヲーカー)の配置

尼崎市においては条例に基づき公立、私立を問わず就学後の要支援の子どもに対して業務を行う

想定から、『子どもの育ち支援ワーカー』と呼んでいる。

・要支援の子どもの早期発見につながるように条例を整備

) ・子どもを取り巻く環境を推察するために、学校で月に 1 回ケース会議を実施

-ケース会議から地域での様子や家庭内の状況を推察し手立てを考え関係機関と共に支援する

.本年度もワーカーの増員をして対応している

現状の課題点

・スク←ルソーシャルワーカーの雇用形態が嘱託職員のため、限られた時間の中でしか動けない

・制度を活用した学校からは、活動要請が増加傾向となっている

・すべての学校で要支援の子どもの支援活動を行い、初期段階での対応や学校の対応力をつけること

(未然予防の観点から潜在的に支援を必要とする子どもへの初期段階での対応)

司事業本来の目的



対策

・教育委員会とも連携し、学校に一層の周知を図っていくことが必要

.スクールソーシャルワーク活動の一層の充実が必要

感想

子どもを取り巻く環境が複雑になる中で、学校での状況や家庭環境を総合的に考えての対応力が

素晴らしいと感じた。郡山市での取り組みの事例との違いを調査し、今後の市内の子どもたちを

活き活きと育てられる環境の充実に今回の視察を役立てて'いきたいと思う。



行政調査報告

調査項目 廃校を活用した都市住民等との交流事業について

日 時平成 28 年 4 月 20 日

場 所 山村都市交流センターささま(静岡県島田市川根町笹間)

参加議員田川正治 但野光夫 山根悟

《経緯》

平成 18 年度で、廃校になった旧笹間小学校(旧川根町)を改修し、平成 21 年 4

月に宿泊施設として「山村都市交流センターささま j を開設。

この施設では、笹間地区の豊かな自然を生かしてさまざまな生活体験学習や

スポーツ・文化などの活動の場として活用。

《施設規模》

敷地面積/9， 390.20 平方メートル 延床面積/1109， 09 平方メートル

・宿泊棟/1 ， 006.88 平方メートノレ ・浴室棟/102.21 平方メートル

構造/鉄筋コンクリート造・ 2 階建一部平屋建

定員/80 名

施設内容/宿泊室:洋室(定員 8 名) 7 室、和室(定員 6 名 )2 室

男女浴室、食堂Y 調理室(自炊用)、研修室、会議室、和室(大)

体育館、音楽室、多目的広場(夜間照明施設あり)

《取り組み》

年間入込客数は、平成 16~18 年度 642 人 平成 20~22 年度)の入込客数は

6， 082 人となり、その後、同人数規模を維持している。 2 年に一度、国際陶器フ

ェスティパルを開催すっるなど、集客iと様々な取り組みをしている。

なお、入込客が夏季に多く冬季に少ないという課題がある。

《事業効果》

宿泊体験交流の活動拠点、が整備されたことにより、短期の交流から長期の交

流が可能となり、農山村の魅力を十分に PR できるようになったことにより、交

流入口の拡大が図られ、笹問地区の活性化が図られた。

また、廃校舎の改修による施設整備という点においても、既存施設が有効活用



されるだけでなく、地域住民が一体となり地区の中心的存在あった小学校の再

利用による地域活性化の取り組みが行われるなど、社会的に意味ある事業とな

っている。

《感想》

本市においても今後、小学校の統廃合により廃校後の校舎の利活用は、公有資

産の利活用としづ側面はもとより、高齢化人口減少する地域の活性化という側

面も重要と考える。

人を呼び込む施設にすることは、運営面や企画力が必要であるが、との施設

は、地元出身の元県職員の方が中心となり企画運営がなされ、事業が成功してい

ると感じた。



名古屋市重症心身障害児者施設

テインクノレなごや

島田市山村都市交流センター

島田市山村都市交流センター




